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決松川一したJ4一われもはj乎利一志維持じλ専制ど隷従ザ感迫とい偏狭を地上からど永遠に除去じようと努めておお図際枇舎によUいて1名春ある地佼を白めだい色思ゆかJわれらは、全世界一の岡氏札、，Jひとし〈恐怖と銚乏から免かれ)平和のうちに生存する機利を有するととを磯認ナる。われらは、いづかの凶家も一白閣のとどのみに専念して他闘を無秘してはなレないのであっ.で]政治謎穂の法則は)一普遍的宏ものであり、乙の法則に従ふととは)白閣の主棋を維持し、他い
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闘と鈴等闘係に立たうとする各閣の・資務である'と信ずる。日本闘民は、岡家の名春にかけ、全力をあげてとの山銭高な恐怨と目的を建成するととを脅
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、第二平・1一天皇

第一一候来一室は!日本閣の象徴であり日本闘民統合の象徴であって、との地位は、長様の存す
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る日本闘民の総訟に悲く。

第三保問辺依はけ祉裂のもので'あって、凶合の議決Lた山川市一家典範の定めるととろによりーと科 A・

.

、

を鱗ポナ必JJ'

第一二一係γ一一夫訟の閥事に闘するすべての行潟に怯)内側の助一一一一川と本訟を必要とし、内附がーその
資任を負ふ14r一

ヱヘ白山は、亡の慾訟の定める関郊に闘する行筋のみを行ひ)閥政に槻ナふ機能を布七な
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天皇はJ法律の定めるみとやっにより、その問事に闘する行矯を委任することができる。.
第五僚

皇室典範~の定めるととろにより衛政を償くときは、指政は1J天皇の名でその岡事に閥
，
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